
第一五一回

参第二二号

　　　被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律

（案）

　（被災者生活再建支援法の一部改正）

第一条　被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六号）の一部を次のように改正する。

　　目次を削る。

　　「第一章　総則」を削る。

　　第一条中「であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なも

の」、「都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して」、「ための措置を定

める」及び「自立した」を削り、「開始」を「再建」に改める。

　　第二条第二号中「全壊した世帯その他これと同等の被害を受けたと認められる世帯と

して政令で定めるもの」を「滅失し、又は損壊した世帯（被害の程度が政令で定める軽

微なものである世帯を除く。）」に改める。

　　「第二章　被災者生活再建支援金の支給」を削る。

　　第三条から第五条までを次のように改める。

　　（被災者生活再建支援金の支給）

　第三条　市町村は、当該市町村の区域内において被災世帯となった世帯（当該世帯に属

する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額が政令で定める額以下

であるものに限る。）の世帯主に対し、その生活の再建を支援するため、被災者生活

再建支援金（以下「支援金」という。）を支給するものとする。

　２　支援金の額は、一世帯当たり、千万円を超えない範囲内で被災世帯の受けた被害の

程度及び被災世帯に属する者の数に応じて政令で定める額とする。

　　（支給の制限）

　第四条　支援金は、当該世帯がその属する者の故意又は重大な過失により被災世帯とな

った場合には、支給しない。

　　（不正利得の徴収）

　第五条　偽りその他不正の行為により支援金の支給を受けた者があるときは、市町村は、

その者から、支給した支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することがで

きる。

　２　前項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三

十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

　　「第三章　被災者生活再建支援基金」を削る。

　　第六条を次のように改める。

　　（受給権の保護）

　第六条　支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること



ができない。

　　第七条から第十七条まで及び第四章を削る。

　　「第五章　雑則」を削る。

　　第二十条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

　　（費用の負担）

　第八条　国は、支援金の支給に要する費用の全額を負担する。

　　第二十一条を第九条とする。

　　第六章を削る。

　（災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正）

第二条　災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八十二号）の一部を次の

ように改正する。

　　目次中「附則」を
「 第五章　既存債務返済支援資金の貸付け（第十六条―第十八条）
附則 」

　に改める。

　　第一条中「及び災害」を「、災害」に改め、「災害援護資金」の下に「及び災害によ

りその所有する住居が全壊した者等に対して貸し付ける既存債務返済支援資金」を加え

る。

　　第三条第二項中「及び祖父母」を「、祖父母及び兄弟姉妹」に改める。

　　第十条第一項中「政令で定める災害」の下に「（以下この章及び次章において単に

「災害」という。）」を加え、同条第四項を次のように改める。

　４　災害援護資金は、延滞の場合を除き無利子とする。

　　第十四条第一項中「利子及び」を削る。

　　本則に次の一章を加える。

　　　　第五章　既存債務返済支援資金の貸付け

　　（既存債務返済支援資金の貸付け）

　第十六条　市町村は、条例の定めるところにより、災害により住居（災害の際所有者が

居住していなかつたものにあつては、政令で定めるものに限る。）が全壊し、又は政

令で定める被害を受けた場合において、当該住居の所有者の属する世帯に属する者

（災害の際当該住居に所有者が居住していなかつた場合にあつては、政令で定める

者）の政令の定めるところにより算定した所得の合計額が政令で定める額に満たない

ものであるときは、災害の際当該住居を所有していた者その他政令で定める者に対し、

当該住居に係る政令で定める借入金又は債務を返済するため、既存債務返済支援資金

の貸付けを行うことができる。

　２　既存債務返済支援資金の一災害における一戸当たりの限度額は、政令で定める。

　３　既存債務返済支援資金の償還期間（据置期間を含む。）は、三十五年を超えない範



囲内で政令で定める。

　４　既存債務返済支援資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を

延滞の場合を除き年二パーセントを超えない範囲内で政令で定める率とする。

　　（準用規定）

　第十七条　第十一条から第十四条までの規定は、既存債務返済支援資金について準用す

る。この場合において、第十一条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十七条

において準用する第十三条第一項」と、同条第二項中「十一年」とあるのは「三十六

年」と、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十七条において準用する前

条第一項」と、同条第二項中「十二年」とあるのは「三十七年」と、「十一年」とあ

るのは「三十六年」と、第十四条第一項中「延滞利子」とあるのは「利子及び延滞利

子」と読み替えるものとする。

　　（政令への委任）

　第十八条　前二条に規定するもののほか、既存債務返済支援資金の貸付方法、貸付条件

その他既存債務返済支援資金の貸付け（これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付け

を含む。）に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

　（検討）

第二条　政府は、この法律の施行後三年以内に、災害により被害を受けた中小規模の事業

者に対する融資その他の支援のための制度について検討を加え、その結果に基づいて法

制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

　（被災者生活再建支援金に関する経過措置）

第三条　この法律の施行前に生じた自然災害（第一条の規定による改正前の被災者生活再

建支援法（以下「旧支援法」という。）第二条第一号に規定する自然災害をいう。）に

より同条第二号に規定する被災世帯となった世帯に係る被災者生活再建支援金の支給に

ついては、なお従前の例による。

　（基金に関する経過措置）

第四条　この法律の施行の際現に旧支援法第六条第一項の規定により指定を受けている者

（以下「基金」という。）は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる被災

者生活再建支援金の支給に係る支援業務（同項に規定する支援業務をいう。以下同

じ。）を、当該支援業務が終了するまでの間、引き続き行うものとする。この場合にお

いては、基金に関する旧支援法の規定（これに係る罰則を含む。）は、この法律の施行

後も、なおその効力を有する。

第五条　基金は、前条前段に規定する支援業務が終了したときは、同条後段の規定により



なおその効力を有するものとされる旧支援法第十三条に規定する支援業務に係る経理に

ついての勘定を廃止するものとする。

２　基金は、前項の規定により同項の勘定を廃止するときは、政令で定めるところにより、

前条後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧支援法第十条第一項の規定

により置かれる運営委員会の議決を経て、当該勘定に属する財産の処理に関する計画

（次項において「財産処理計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

３　基金は、前項の認可を受けたときは、財産処理計画に従い、遅滞なく、同項に規定す

る財産の処理を行わなければならない。

４　基金は、前項の処理が終了したときは、当該処理に係る報告書を作成し、内閣総理大

臣に提出しなければならない。

第六条　基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る旧支援法第七条第二号

の業務（附則第四条後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧支援法第七

条第二号の業務を含む。）に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、

附則第四条前段に規定する支援業務が終了した後も、なお従前の例による。

　（災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第七条　この法律の施行前に生じた災害（災害弔慰金の支給等に関する法律第二条に規定

する災害をいう。以下この条において同じ。）により死亡した住民の遺族に対する災害

弔慰金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸

付けについては、なお従前の例による。

２　第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十六条の規定は、こ

の法律の施行後に生じた災害に関して適用する。

　（罰則に関する経過措置）

第八条　この法律の施行前にした行為並びに附則第四条後段の規定によりなおその効力を

有することとされる場合及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

　（政令への委任）

第九条　附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。

　（地方財政法の一部改正）

第十条　地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）の一部を次のように改正する。

　　第十条の三の見出し中「一部」を「全部又は一部」に改め、同条中「一部」を「全部

又は一部」に改め、第二号の次に次の一号を加える。

　　二の二　被災者生活再建支援金に要する経費

　（地方交付税法の一部改正）



第十一条　地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）の一部を次のように改正する。

　　附則第五条第二項の表第六号中「被災者生活再建支援法」を「被災者生活再建支援法

及び災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（平成十三年法律第　　　

号）第一条の規定による改正前の被災者生活再建支援法」に改める。



　　　　　理　由

　被災者生活再建支援金の支給の対象を自然災害によりその居住する住宅が滅失し、又は

損壊した世帯とし、その支給額を引き上げ、及び支給を受けることのできる世帯の収入合

計額の限度額を政令で定めることとするほか、市町村が被災者生活再建支援金の支給を行

い、これに要する費用の全額を国が負担することとし、並びに災害弔慰金の支給対象とな

る遺族の範囲に死亡した者の兄弟姉妹を加え、災害援護資金の利率を無利子とし、及び災

害によりその所有し、かつ、居住する住居が全壊した者等に既存債務返済支援資金を貸し

付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



　　　この法律の施行に伴い必要となる経費

　この法律の施行に伴い必要となる経費は、平均して年約七百四十億円の見込みである。


